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杉戸町総合振興審議会条例 

平 成 7 年 8 月 21 日  

条例 第 20 号  

杉戸 町 振興 審 議会 条例 (昭 和 42 年 杉 戸町 条 例 第 6 号)の 全部 を 改正 す る。 

(目 的) 

第 1 条  この 条 例 は 、地 方 自治 法(昭 和 22 年法 律 第 67 号 )第 138 条 の

4 第 3 項の 規 定に 基づ き 、杉 戸 町総 合振 興 審議 会 の設 置、 組 織及 び 運

営に 関 する 事 項を 定め る こと を 目的 とす る 。  

(設 置) 

第 2 条  杉戸 町 の 総合 的 かつ 計 画的 な行 政 運営 を 図る ため 、 杉戸 町 総合

振興 審 議会 (以 下 「 審議 会 」と い う。 )を置 く 。  

(所 掌事 務) 

第 3 条  審議 会 は 、町 長 の諮 問 に応 じ、 次 に掲 げ る事 項に つ いて 審 議す

る。  

(1) 総 合 振興 計 画 に関 す るこ と 。  

(2) そ の 他町 長 が 定め る 重要 な 計画 に関 す るこ と 。  

(組 織) 

第 4 条  審議 会 は 、委 員 15 人 以 内 で組 織 する 。  

2 委 員は 、 次の 各 号に 掲 げる 者 のう ちか ら 町長 が 委嘱 する 。  

(1) 関 係 団体 等 を 代表 す る者  

(2) 識 見 を有 す る 者  

(3) ま ち づく り に 関心 の 高い 者  

(任 期) 

第 5 条  委員 の 任 期は 、 2 年 と し、 再任 さ れる こ とを 妨げ な い。 委 員が

欠け た 場合 に おけ る補 欠 委員 の 任期 は、 前 任者 の 残任 期間 と する 。  

2 委 員が 委 嘱さ れ たと き の要 件 を欠 くに い たっ た とき は、その 委 員は 委

員の 職 を失 う もの とす る 。  

(会 長) 

第 6 条  審議 会 に 会長 を 置き 、 委員 の互 選 によ っ てこ れを 定 める 。  

2 会 長は 、 会務 を 総理 し 、審 議 会を 代表 す る。  

3 会 長に 事 故が あ ると き 、又 は 会長 が欠 け たと き は、あら か じめ 会 長の

指定 す る委 員 が、 その 職 務を 代 理す る。  

(会 議) 

第 7 条  審議 会 は 、会 長 が招 集 し、 議長 と なる 。  

2 審 議会 は、委 員 の過 半 数が 出 席し なけ れ ば、会 議を 開く こ とが で きな

い。  

3 審 議会 の 議事 は 、出 席 委員 の 過半 数で 決 し、可 否同 数の と きは 、議長
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の決 す ると こ ろに よる 。  

(庶 務) 

第 8 条  審議 会 の 庶務 は 、秘 書 政策 課に お いて 処 理す る。  

(雑 則) 

第 9 条  この 条 例 に定 め るも の のほ か、 審 議会 の 運営 に関 し 必要 な 事項

は、 町 長が こ れを 定め る 。  

附 則  

(施 行期 日) 

1 こ の条 例 は、 公 布の 日 から 施 行す る。  

(任 期等 ) 

2 こ の条 例 施行 の 際、 改 正前 の 杉戸 町振 興 審議 会 条例 第 2 条 第 2 項 に

より 任 命さ れ た委 員は 、こ の条 例 の施 行の 日 にそ の 職を 失う も のと す る 。 

3 こ の条 例 施行 後 に委 嘱 され る 委員 の任 期 は、 第 5 条 の規 定 にか か わ

らず 、 平 成 9 年 3 月 31 日ま で と す る。  

(杉 戸 町 の 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す る

条例 の 一部 改 正) 

4 杉 戸 町 の 特 別 職 の 職 員 で 非 常 勤 の も の の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 等 に 関 す

る 条 例 (昭 和 35 年 杉 戸 町 条 例 第 13 号 )の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

〔次 の よう 〕 略  

附 則(平 成 8 年 3 月 28 日条 例 第 1 号 )抄  

(施 行期 日) 

1 こ の条 例 は、 平 成 8 年 4 月 1 日 か ら施 行 する 。  

附 則(平 成 12 年 3 月 21 日条 例 第 6 号 )抄  

(施 行期 日) 

1 こ の条 例 は、 平 成 12 年 4 月 1 日 から 施 行す る 。  

附 則(平 成 13 年 1 月 17 日条 例 第 3 号 )抄  

(施 行期 日) 

1 こ の条 例 は、 平 成 13 年 4 月 1 日 から 施 行す る 。  

附 則(平 成 13 年 3 月 23 日条 例 第 4 号 ) 

(施 行期 日) 

1 こ の条 例 は、 平 成 13 年 4 月 1 日 から 施 行す る 。  

(任 期) 

2 平成 15 年 3 月 31 日以 前 に委 嘱さ れ る委 員 の任 期は 、第 5 条 の 規

定に か かわ ら ず、 同日 ま でと す る。  

 



杉戸町総合振興審議会委員名簿

役職 氏名 備考

仁部前明 杉戸町民生委員・児童委員

山田惠美 杉戸町老人クラブ連合会

職務代理者 大木邦子 杉戸町母子愛育会

関口博正 杉戸町商工会

山﨑能央 JA埼玉みずほ

橋本正通 杉戸町教育委員会

石鍋賢司 杉戸町PTA連合会(平成22年5月6日まで)

荒川尊祐 杉戸町PTA連合会(平成22年5月7日より)

田村英夫 杉戸町区長会

会長 坂本正博 識見を有する者

落合正市 識見を有する者

小川孝一 識見を有する者

白石孝吉 識見を有する者

大場満子 一般公募

小笠原嘉彦 一般公募

若林正樹 一般公募

３号委員（まちづくりに関心の高い者）

１号委員（関係団体等を代表する者）

２号委員（識見を有する者）
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諮問第１号 

 

杉  第 ３２３４ 号 

平成２２年１０月２１日 

 

 

杉戸町総合振興審議会 

会 長 坂 本 正 博 様 

 

 

杉戸町長 古 谷 松 雄 

 

 

第５次杉戸町総合振興計画（原案）について（諮問） 

 

 

下記の件について、杉戸町総合振興審議会条例（平成７年８月２１日杉戸町

条例第２０号）第３条の規定に基づき、ご審議いただきたく諮問します。 

 

 

記 

 

 

１ 第５次杉戸町総合振興計画「基本構想（平成２３年度～平成３２年度）」 

２ 第５次杉戸町総合振興計画「前期基本計画（平成２３年度～平成２７年度）」 

  

 



杉 振 第   １ 号  

平成２２年１１月１０日 

 

 

杉戸町長 古 谷 松 雄 様 

 

 

杉戸町総合振興審議会 

会 長 坂 本 正 博 

 

 

第５次杉戸町総合振興計画（原案）について（答申） 

 

 

平成２２年１０月２１日付け杉第３２３４号で諮問のあった第５次杉戸町総

合振興計画（原案）について、当審議会は慎重に審議を行った結果、原案のと

おり妥当であると認める。 

なお、基本構想の実現に向けて、住民との情報共有を図り、すべての住民が

積極的にまちづくりに参加できる仕組みづくりを推進されたい。 

さらに、下記の意見を付して答申するので十分留意され、本計画実現のため

施策の推進に努められたい。 

 

 

記 

   

 

１  若い世代や働き盛りの世代の意見を活かしたまちづくりを推進するとと

もに、民間活力を導入した効率的・効果的な行財政運営を推進されたい。   

また、これからの高齢化社会を見据え、高齢者も情報化社会に対応でき

る支援施策の充実に努められたい。 

 

２  高齢者が地域で活躍できる体制の整備を図るとともに、福祉施策の充実

に努められたい。また、広域的な連携のもと、住民が安心して暮らせる医

療体制の整備に努められたい。 

 



３  幼稚園の統廃合及び中学校整備については、国の動向を踏まえるととも

に、将来の年少人口の変化や居住状況も考慮し、計画的な整備を推進され

たい。 

 

４  農業については、特産物の町内外への積極的なＰＲ活動や地産地消の推

進をはじめ、アグリパークゆめすぎとを中心とした地域の活性化を図られ

たい。商工業については、商工会等との連携により、空き店舗の有効活用

やにぎわいの場づくりに努められたい。また、新規企業の誘致とあわせ、

既存企業の支援施策を図り、町内雇用の促進に努められたい。 

 

５  災害に強いまちづくりを推進するため、地域コミュニティのさらなる充

実・強化を図り、消防・防災体制の充実に努められたい。 

また、広域的な交通アクセスの利便性も活かしながら、住民の安全性を

重視した計画的な市街地・道路・交通網の整備を推進されたい。 

 

６  生物多様性の観点から、農地の保全を図り、希少動植物の保護に努める

とともに、本町に残る屋敷林や保存樹木についても、自然環境や景観形成

の観点から、その保全に努められたい。 
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第 5 次杉戸町総合振興計画策定まちづくり町民会議設置要綱 

平 成 21 年 9 月 25 日  

告示 第 156 号  

(設 置) 

第 1 条  第 5 次 杉 戸町 総 合振 興 計画 (以下 「 総合 振 興計 画」 と いう 。)の

策定 に 当た り 、幅 広く 住 民の 意 見を 聴き 、総 合振 興 計 画に 反 映さ せ るた

め 、第 5 次 杉戸 町 総合 振 興計 画 策定 まち づ くり 町 民会 議(以下「 ま ちづ

くり 会 議」 と いう 。)を置 く 。  

(所 掌事 務) 

第 2 条  まち づ く り会 議 は、 次 に掲 げる 事 項に つ いて 協議 す る。  

(1) ま ち づく り に 関す る こと 。  

(2) そ の 他総 合 振 興計 画 に関 す るこ と。  

(組 織) 

第 3 条  まち づ く り会 議 は、 次 に掲 げる 者 のう ち から 、町 長 が委 嘱 する

委 員 50 名 以 内 を もっ て 組織 す る。  

(1) ま ち づく り に 関心 の 高い 者  

(2) そ の 他町 長 が 必要 と 認め た 者  

(任 期) 

第 4 条  委員 の 任 期は 総 合振 興 計画 の策 定 が終 了 する まで と する 。  

(委 員長 、 副委 員 長 及び 書 記) 

第 5 条  まち づ く り会 議 に委 員 長、 副委 員 長及 び 書記 を置 き 、委 員 の互

選に よ りこ れ を定 める 。  

2 委 員長 は 、会 務 を総 理 し、 ま ちづ くり 会 議を 代 表す る。  

3 副 委員 長 は、委 員長 を 補佐 し 、委 員長 に 事故 が ある とき 、又は 委 員長

が欠 け たと き は、 その 職 務を 代 理す る。  

4 書 記は 、 会議 内 容に つ いて 、 記録 し保 存 する 。  

(会 議) 

第 6 条  まち づ く り会 議 の会 議(以 下 「会 議 」と い う。 )は、 委 員長 が 招

集し 、 委員 長 がそ の議 長 とな る 。  

2 会 議は 、 委員 の 過半 数 が出 席 しな けれ ば 開く こ とが でき な い。  

(報 告) 

第 7 条  まち づ く り会 議 の提 言 は、 委員 長 が町 長 に報 告す る 。  

(庶 務) 

第 8 条  まち づ く り会 議 の庶 務 は、 秘書 政 策課 に おい て処 理 する 。  

(委 任) 

第 9 条  この 告 示 に定 め るも の のほ か、 ま ちづ く り会 議の 運 営に 関 し必

要な 事 項は 、 委員 長が ま ちづ く り会 議に 諮 って 定 める 。  

附 則  

この 告 示は 、公 布 の日 か ら施 行 し 、まち づ くり 会 議の 提言 の 報告 を もっ

て、 そ の効 力 を失 う。  



まちづくり町民会議委員名簿

NO 氏名 備考

1 鈴木　豊 委員長（杉戸町商店会連合会）

2 川島一浩 副委員長（杉戸町消防分団）

3 落合喜彦 公募

4 古我貞夫 公募

5 松田英雄 公募

6 中川定雄 公募

7 南　慶子 公募

8 小暮　顕 公募

9 島田　武 公募

10 大平澄江 公募

11 高橋政江 公募

12 山口　聡 公募

13 渡辺恙子 公募

14 上田茂生 公募

15 宇田光孝 公募

16 高田房雄 杉戸町コミュニティ推進協議会

17 渡辺眞理子 杉戸町国際交流協会

18 押切　敦 すぎとSOHOクラブ

19 小河原正隆 杉戸町障がい者協議会

20 馬島由美子 子育てネット・ぽっぽはうす

21 佐藤冨美 杉戸町食生活改善推進員協議会

22 中村　明 杉戸町交通指導員会

23 木村芳裕 すぎとエコグリーン

24 飯塚久雄 杉戸町農業後継者対策推進協議会

25 若菜満枝 杉戸町くらしの会

26 鈴木國弘 公民館サークル団体連合会

27 新井ツナ子 杉戸町子ども会育成連絡協議会

28 久保憲夫 杉戸町体育協会
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杉戸町の新しいまちづくりのための 

町民アンケート調査結果の概要 

 

「第５次杉戸町総合振興計画」及び「第３次杉戸町国土利用計画」を策定するにあたり、

町民がまちの現状をどのように感じ、これからどのようなまちづくりを考えているかなど

について、平成 21 年 10 月に調査を実施しました。 

このアンケート調査は、町内にお住まいの 18 歳以上 2,500 人を対象に実施し、1,001

人（40.0％）から回答をいただきました。 

 

１ 回答者の属性 

（１）性別 

回答者の性別は、「男性」が 43.7％、「女性」が 53.7％となっています。 

 

 

 

 

 

（２）年齢 

回答者の年齢構成は、「60 代」が 25.4％で最も多く、次いで「70 歳以上」（20.2％）、

「50 代」（16.0％）、「30 代」（13.7％）、「40 代」（13.2％）、「10 代･20 代」（10.4％）

の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

（３）職業 

回答者の職業は、「会社員」が 22.3％で最も多く、次いで「無職」（21.9％）、「家

事専業」（20.0％）、「パート・アルバイト」（13.5％）、「自営業（商工業・サービス業）」

（5.9％）、「公務員・団体職員・教員」（4.9％）、「自営業（農業）」（3.9％）、「学生」

（3.7％）の順となっています。 

 

 

 

 

43.7 53.7

2.6

男性 女性 無回答
ｎ

1001

（％）

全体

10.4 13.7 13.2 16.0 25.4 20.2

1.2

10代･
20代

30代 40代 50代 60代 70歳以上 無回答

ｎ

1001

（％）

全体

3.9

5.9 22.3

4.9

13.5 20.0

3.7

21.9

2.6 1.4

自営業
（農業）

自営業
（商工
業・サー
ビス業）

会社員 公務員・
団体職
員・教員

パート・
アルバイ
ト

家事専業 学生 無職 その他 無回答

ｎ
1001

（％）

全体
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（４）就学先・勤務先 

回答者の就学先・勤務先は、「就学・勤務していない」が 32.1％で最も多く、次い

で「県外」（16.9％）、「町内」（15.9％）、「その他県内」（12.2％）、「春日部市」（4.5％）、

「幸手市」（3.1％）、「宮代町」（2.5％）、「久喜市」（1.9％）の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

（５）居住年数 

回答者の居住年数は、「20 年以上」が 61.3％で最も多く、次いで「10 年以上～20

年未満」（22.5％）、「５年未満」（8.8％）、「５年以上～10 年未満」（6.3％）の順と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

（６）居住地区 

回答者の居住地区は、「中央地区」が 38.1％で最も多く、次いで「西地区」（25.3％）、

「泉地区」（11.0％）、「東地区」（10.9％）、「南地区」（9.0％）の順となっています。 

 

 

 

 

 

 

15.9

2.5 4.5 1.9 3.1

12.2 16.9 32.1 11.0

町内 宮代町 春日部
市

久喜市 幸手市 その他
県内

県外 就学・
勤務し
ていな
い

無回答

ｎ

1001

（％）

全体

8.8 6.3 22.5 61.3

1.1

5年未満 5年以上～10
年未満

10年以上～
20年未満

20年以上 無回答

ｎ

1001

（％）

全体

25.3 38.1 9.0 10.9 11.0 5.8

西地区 中央地区 南地区 東地区 泉地区 無回答

ｎ

1001

（％）

全体



－  － 

２ 調査結果 

（１）まちへの愛着度について 

問２ あなたは、杉戸町に「自分のまち」としての愛着をどの程度感じていますか。 

 

“愛着を感じている”（「とても愛着を感じている」（25.8％）及び「どちらかという

と愛着を感じている」（38.6％）の合計）が 64.4％、これに対し、“愛着を感じてい

ない”（「あまり愛着を感じていない」（10.0％）及び「愛着を感じていない」（4.8％）

の合計）は 14.8％となっています。「どちらともいえない」は 19.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の定住意向について 

問３ あなたは、今後も杉戸町に住み続けたいと思いますか。 

 

“住み続けたい”（「住み続けたい」（41.4％）及び「どちらかといえば住み続けたい」

（24.9％）の合計）が 66.3％、これに対し、“住みたくない”（「どちらかといえば住

みたくない」（9.9％）及び「住みたくない」（2.0％）の合計）は 11.9％となってい

ます。「どちらともいえない」は 20.7％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.8 38.6 19.3 10.0

4.8 1.6

とても愛着
を感じてい
る

どちらかと
いうと愛着
を感じてい
る

どちらとも
いえない

あまり愛着
を感じてい
ない

愛着を感じ
ていない

無回答

ｎ

1001

（％）

全体

41.4 24.9 20.7 9.9

2.0 1.2

住み続けた
い

どちらかと
いえば住み
続けたい

どちらとも
いえない

どちらかと
いえば住み
たくない

住みたくな
い

無回答

ｎ

1001

（％）

全体



－  － 

（３）住みたくない主な理由について 

問３－１ 住みたくないと思う主な理由はなんですか。【複数回答】 

 

問３で「どちらかといえば住みたくない」又は「住みたくない」と答えた人に、そ

の理由をたずねたところ、「道路事情や交通の便が悪い」（39.5％）が第１位。以下、

「日常の買い物が不便」（37.8％）、「生活環境施設の整備が遅れている」（21.8％）、

「保健・医療分野のサービスや施設が不十分」（20.2％）、「町内に適当な職場が少ない」

（18.5％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

37.8

21.8

20.2

18.5

11.8

5.9

5.0

4.2

4.2

3.4

2.5

14.3

39.5

0 10 20 30 40 50

道路事情や交通の便が悪い

日常の買い物が不便

生活環境施設の整備が遅れている

保健・医療分野のサービスや施設が不十分

町内に適当な職場が少ない

ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｼﾞｬｰ施設や文化施設が不十分

子どもの保育・教育のことが心配

消防、防災、防犯体制に不安を感じる

地域の行事や近所づきあいが面倒

情報通信基盤が整っていない

福祉分野のサービスや施設が不十分

コミュニティ活動など住民の交流がない

その他

n=119



－  － 

（４）今後のまちづくりの特色について 

問４ あなたは今後のまちづくりについて、杉戸町をどのような特色のあるまちにすべき

だと考えますか。【複数回答】 

 

「健康・福祉のまち」（56.4％）が他を大きく引き離し第１位。以下、「快適住環境

のまち」（35.4％）、「子育て・教育のまち」（19.7％）、「住民参画・協働のまち」（16.2％）、

「環境保全のまち」（13.9％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）優先的に整備すべき用地について 

問５ 町の発展に向けて、計画的な土地の利用を進めていくことが必要になりますが、あ

なたは、今後、どの用地の整備を優先するべきだと思いますか。【複数回答】 

 

「保健･福祉施設の整備」（42.9％）が第１位。以下、「道路や公園などの生活基盤整

備」（38.4％）、「教育･文化･スポーツ施設の整備」（23.0％）、「住宅地の整備（市街化

区域の拡大）」（22.4％）、「農地の保全や営農環境の充実」（18.0％）などの順となっ

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

35.4

19.7

16.2

13.9

13.0

12.9

8.3

4.2

3.6

2.5

1.6

56.4

0 10 20 30 40 50 60 70

健康・福祉のまち

快適住環境のまち

子育て・教育のまち

住民参画・協働のまち

環境保全のまち

商工業のまち

生涯学習・文化のまち

農業のまち

情報化推進のまち

観光・交流のまち

歴史のまち

その他

n=1001

（％）

38.4

23.0

22.4

18.0

17.6

9.1

5.3

2.6

42.9

0 10 20 30 40 50

保健･福祉施設の整備

道路や公園などの生活基盤整備

教育･文化･スポーツ施設の整備

住宅地の整備（市街化区域の拡大）

農地の保全や営農環境の充実

商業用地の整備

工業用地の整備（産業団地の拡充）

観光･レクリエーション施設の整備

その他

n=1001



－  － 

（６）住民参画について 

問 24① これからのまちづくりにおいては、より多くの町民の皆様が町政に参画し、行政

と協力して課題解決や地域づくりを行う「町民参画・協働のまちづくり」が重要な

テーマとなります。あなたは、この「町民参画・協働のまちづくり」を進めるため

に行政として必要なことはなんだと思いますか。【複数回答】 

 

「広聴活動の充実」（41.1％）が他を引き離し第１位。以下、「広報活動の充実」

（30.1％）、「公共施設管理等への町民・民間参画の促進」（25.3％）、「地域活動・ボ

ランティア活動の活性化」（21.4％）、「公民館等の活用による多様な町民活動の促進」

（13.2％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

30.1

25.3

21.4

13.2

11.8

10.6

10.3

0.8

1.5

41.1

0 10 20 30 40 50

広聴活動の充実

広報活動の充実

公共施設管理等への町民・民間参画の促進

地域活動・ボランティア活動の活性化

公民館等の活用による多様な町民活動の促進

町民参画・協働のまちづくりの指針づくり

NPO等の育成・支援

まちづくりに関する学習機会の提供

町民参画・協働のまちづくりは必要ない

その他

n=1001



－  － 

（７）行財政の運営について 

問 25① あなたは、今後の町の行財政改革で重点を置くべき項目は何だと思いますか。【複

数回答】 

 

「町有地や公共施設など町有財産の有効活用」（53.4％）が他を大きく引き離し第１

位。以下、「窓口業務の簡素化、サービス向上」（28.6％）、「町税等の滞納金の徴収率

の向上」（26.7％）、「情報公開の推進」（17.6％）、「公共施設の運営を民間や住民団体

に委託」（16.3％）などの順となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（％）

28.6

26.7

17.6

16.3

9.7

6.6

6.0

4.7

53.4

0 10 20 30 40 50 60

町有地や公共施設など町有財産の有効活用

窓口業務の簡素化、サービス向上

町税等の滞納金の徴収率の向上

情報公開の推進

公共施設の運営を民間や住民団体に委託

町の助成金、補助金の減額や廃止

公共施設の統廃合や廃止

イベント、講演会等の廃止、縮小

その他

n=1001



－  － 

（８）まちの各環境に関する満足度 

杉戸町の各環境について、どの程度満足しているかを把握するため、保健・医療・福祉

分野、環境保全・生活環境分野、防犯・防災対策分野、都市基盤分野など各分野にわたる

22 項目を設定し、項目ごとに「満足」、「やや満足」、「どちらともいえない」、「やや不満」、

「不満」の５段階で評価してもらい、その結果を加重平均値［後述参照］による数量化で

評価点（満足度：最高点 10 点、中間点０点、最低点-10 点）を算出しました。 

 

満足度が最も高い項目は「ごみ処理・リサイクルの状況」（1.84 点）が最も高く、

次いで「広報・広聴活動」（1.78 点）、「自然環境の豊かさ」（1.48 点）、「消防・防災

体制」（1.40 点）、「下水道等の整備状況」（0.99 点）などの順となっています。 

満足度が最も低い項目は「商業環境」（-4.43 点）が最も低く、次いで「観光振興に

関する取り組み」（-2.45 点）、「町の産業振興や企業誘致」（-1.97 点）、「道路の整備

状況」（-1.87 点）、「公共交通機関の便利さ」（-1.79 点）となっています。 

総合すると、満足度がプラス評価の項目が８項目、マイナス評価の項目が 14 項目と

なっています。 

 

 

 

 

 

※加重平均値の算出方法 

５段階の評価にそれぞれ点数を与え、評価点（満足度）を算出する。 

 

 

 

評価点＝                          ÷ 

 

 

 

 

この算出方法により、評価点（満足度）は 10 点～－10 点の間に分布し、中間点の０点を境に、10 点

に近くなるほど評価は高いと考えられ、逆に－10 点に近くなるほど評価が低いと考えられる。 

 

 

「満足」の回答者数×10 点 
＋ 

「やや満足」の回答者数×５点 
＋ 

「どちらともいえない」の回答者数×０点 
＋ 

「やや不満」の回答者数×-５点 
＋ 

「不満」の回答者数×-10 点 

「満足」、「やや満足」、「どちら
ともいえない」、「やや不満」、
「不満」の回答者数 



－  － 

 

（単位：評価点） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.06

-0.16

-0.60

-0.30

-0.79

-0.56

1.48

1.84

-0.47

1.40

-1.87

-1.79

0.99

-0.41

-4.43

-1.97

-2.45

0.03

0.25

0.11

1.78

-0.12

-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7

医療体制について

保健サービスについて

バリアフリー化への取り組みについて

子育て環境について

高齢者施策について

障がい者施策について

自然環境の豊かさについて

ごみ処理・リサイクルの状況について

防犯・交通安全体制について

消防・防災体制について

道路の整備状況について

公共交通機関の便利さについて

下水道等の整備状況について

農業振興に関する取り組みについて

商業環境について

町の産業振興や企業誘致について

観光振興に関する取り組みについて

学校などの教育環境について

生涯学習・文化活動について

スポーツ活動について

広報・広聴活動について

住民参画に関する取り組みについて

全体
不満 満足



月日 事項 主な内容

9月17日 政策会議
第5次杉戸町総合振興計画の策定に係る基本方針等に
ついて

10月1日 第1回策定委員会
第5次杉戸町総合振興計画の策定に係る基本方針等に
ついて

10月14日 町民アンケート調査等 町民アンケート及びまちづくり町民会議委員募集

11月10日 第1回作業グループ会議
第5次杉戸町総合振興計画の策定に係る体制等につい
て

11月21日 第1回まちづくり町民会議
現行計画の進捗について
オリエンテーション（まちづくり会議の進め方）

12月12日 第2回まちづくり町民会議
・町内施設見学（すぎとピア他5施設）
・研修「財政状況等について」

12月14日 12月定例議会全員協議会
第5次杉戸町総合振興計画の策定に係る基本方針等に
ついて

1月16日 第3回まちづくり町民会議
ワークショップ（新しいまちづくりへの期待と課題の
検討）

第2回作業グループ会議 町民アンケート調査結果等の報告について

第1回土地利用構想検討会議
第5次杉戸町総合振興計画土地利用構想の検討につい
て

2月1日 第2回策定委員会 町民アンケート調査結果等の報告について

2月6日 第4回まちづくり町民会議 ワークショップ（分野別の重点方向の検討）

2月8日 第1回総合振興審議会 第5次杉戸町総合振興計画の策定について

3月5日 第2回土地利用構想検討会議
第5次杉戸町総合振興計画土地利用の方向性について
人口推計について

3月12日 第3回土地利用構想検討会議
第5次杉戸町総合振興計画土地利用構想検討図（案）
について
人口推計について

3月24日 第4回土地利用構想検討会議
第5次杉戸町総合振興計画土地利用構想（案）につい
て

3月26日 3月定例議会全員協議会 町民アンケート調査結果報告等について

策定経過

平成21年度

1月29日



月日 事項 主な内容

4月26日 第3回作業グループ会議 第5次杉戸町総合振興計画基本構想（案）について

5月6日 第3回策定委員会 第5次杉戸町総合振興計画基本構想（案）について

5月21日 第1回総合振興審議会 第5次杉戸町総合振興計画基本構想（案）について

6月4日 第5回土地利用構想検討会議 土地利用構想図の住居系開発検討ゾーンについて

6月21日 第4回作業グループ会議
第5次杉戸町総合振興計画基本計画シートの説明につ
いて

7月24日 第1回まちづくり町民会議 第5次杉戸町総合振興計画基本構想（案）について

8月7日 第2回まちづくり町民会議
ワークショップ「基本計画・マネジメントシートの検
討」

8月21日 第3回まちづくり町民会議
ワークショップ「基本計画・マネジメントシートの検
討」

8月25日 第5回作業グループ会議
まちづくり町民会議での基本計画に対する意見の検討
について

9月10日 第4回策定委員会 第5次杉戸町総合振興計画基本計画検討原案について

9月18日～
10月15日

パブリックコメント 第5次杉戸町総合振興計画基本計画検討原案について

9月18日 第4回まちづくり町民会議
・まちづくり町民会議報告
・パネルディスカッション
「これからの杉戸町のまちづくりについて」

9月30日 9月定例議会全員協議会
第5次杉戸町総合振興計画等策定に係る中間報告につ
いて

10月7日 第２回総合振興審議会 第5次杉戸町総合振興計画検討原案について

10月12日
～15日

地区説明会（町内３箇所） 第5次杉戸町総合振興計画検討原案について

10月21日 第3回総合振興審議会 第5次杉戸町総合振興計画計画原案について（諮問）

11月4日 第4回総合振興審議会 答申案の検討

11月10日 第5回総合振興審議会 答申

12月7日 12月定例議会 第5次杉戸町総合振興計画議決

平成22年度




